
 

 

 

 

 

大 府 市 民 憲 章 

 
 

  わたくしたち大府市民は、限りない市の発展に願いをこ 

めて、市民憲章を定めます。 

    

 

 １．自然を愛し美しい郷土をつくりましょう 

 １．教養を深め豊かな心を育てましょう 

 １．健康でしあわせな家庭をつくりましょう 

 １．仕事に誇りをもちりっぱな社会人になりましょう 

 １．きまりを守り明るい平和なまちをつくりましょう 

 

（昭和46年9月1日制定） 

 

 

 

 

市の花 くちなし 


